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本研修会の目的

訪問歯科診療の担い手の
裾野拡大を図ることを目的とする。



なぜ今訪問歯科診療なのか？
島根県の現状とニーズ

・高齢化の急速な進展

・義歯に関わるトラブルが最多のニーズ

・訪問歯科診療に携わる歯科医師が不足
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島根県 VS 全国平均
35.2%             29.3%

島根県の高齢者人口は226,000人
（男：97,000 女：128,000 ）
高齢化率は全国8位（1位は秋田県39.5%）

島根県内19市町村の高齢化率トップ5
1.津和野町 50.5%
2.西ノ島町 48.6％
3.美郷町 47.9％
4.飯南町 46.9％
5.奥出雲町 46.2％

現在の島根県の姿-高齢化率

（2024年10月1日現在 総務省統計局データより）



在宅歯科医療サービス







歯科・介護の連携について

訪問介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

口腔連携強化加算は、介護施設と歯科医院が情報連携を実施することで
算定できる加算

口腔連携強化加算の算定単位数は「50単位/回」
利用者の同意を得た後に、歯科医療機関やケアマネージャー
に口腔の健康状態を評価した情報を提供することで
1人につき1月に1回算定可能

・口腔連携強化加算

・口腔連携強化加算を算定できる施設

・口腔連携強化加算の単位数



入院患者に対する訪問歯科医療の提供
歯科診療を行わない病院が地域の歯科医療機関と連携し、
入院中の歯科治療を実現するための新たな制度が令和8年度6月から開始予定

病院 歯科医院

入院患者さんの口腔管理を依頼
→口腔管理連携加算（600点）

病院へ訪問歯科診療を実施
→医科連携訪問加算（500点）





ここまでをまとめると

在宅 介護施設

病院

歯科医院
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島根県における訪問歯科診療調査

令和6年6月に実施した訪問歯科診療アンケート調査
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訪問歯科診療に対する障壁

・訪問歯科診療をしたことがない

・訪問歯科診療機材がない

・事務手続きが分からない

訪問歯科診療が困難である理由
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訪問歯科診療で多い診療行為



島根県ではどうなのか
島根県在宅歯科医療連携室データを踏まえて（R5～R7年）
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義歯に関わる診療が求められている！





訪問歯科診療の「壁」を越える

「訪問診療は大変そう」

「特別な設備が必要では？」

そう感じている先生方は多いはずです。

義歯調整から始めてみるのはどうでしょうか？



義歯調整をすすめる理由

・最小限の機材でスタート可能
義歯調整はポータブルな器具一式で十分対応可能
大型設備は不要

・技術的なハードルが低い
外来診療と同様の手技

・診療前後での結果が分かりやすい
患者さんだけでなく、家族の方からも感謝される



行ってみよう！訪問歯科診療

・患者さんの状態把握

・全身状態の把握

基礎疾患の確認（歩行困難につながる疾患は？）

脳梗塞後遺症や循環器疾患、パーキンソン病、認知症など

意識レベル・コミュニケーション能力

麻痺・拘縮の有無呼吸状態（誤嚥リスク）、服薬状況（抗凝固薬など）

安全に治療可能か

→医療介護連携シートの活用







BPSD（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia）

認知症の行動・心理症状



・ 患者本人・家族の意向
患者さんの治療に対する希望や考え方
患者家族の意向

・ 口腔内環境の把握
訪問歯科診療後の変化を把握するため

・生活環境の把握
訪問先は施設or居宅
介護者の有無（キーパーソン）
車椅子orベッド上



機材準備
毎回必要なもの

①診療セット
ミラー、ピンセット等

②照明
LEDライト

③その他
ガーゼ、ロールワッテ、ゴーグル、紙コップ
ガーグルベースン、ゴミ袋、歯ブラシ
義歯ブラシ、咬合紙



義歯調整で必要なもの

①ポータブルエンジン、バー各種

②適合試験剤

③即時重合レジン

④ティッシュコンディショナー

⑤リライニング材

⑥プライヤー

⑦分離材



症例

患者情報
性別・年齢：91歳 女性
訪問先：奥出雲町 居宅
既往歴：両側変形性膝関節症 認知機能障害 せん妄
主 訴： また口の中を診て欲しい

   入れ歯にひびが入った
現病歴：2年前まで定期的に通院されていたが

両側変形性膝関節症の悪化のため、通院が途絶えていた。
患者家族（娘さん）より医院へ相談があった。



事前訪問

ベッドサイドでの義歯修理

処置中は娘さんに同席

大きな体調の変化なく終了した

訪問診療での処置 処置後の変化

患者さんは主訴が改善し満足

娘さんは訪問歯科診療に感謝された

今後も可能な範囲で治療を希望された

たった一度の訪問で患者さん・家族の生活の質に貢献できる。

・患者さんの状況

自宅へ伺うと患者さんはベッド上安静
であった。

娘さんがキーパーソンで介護を担当さ
れており、まず義歯修理を希望された。

介護用のベッドでリクライニング可能で
あり、ある程度診療に合わせて体位の
調節が可能であった。

・口腔内環境

下顎部分床義歯破折
口腔内清掃状況は良好
一部充填物は脱離していた



不安要素を考える

・患家がみつかるのか？
ケアマネジャーと連携し事前に患家を教えてもらう

・診療時の立ち合いは誰にしてもらうのか？
居宅であれば原則家族の立ち合い
施設であればスタッフの立ち合い
居宅でどうしても家族の立ち合いが困難な場合はケアマネジャーに相談

・予約の時間帯はいつがいいのか？
医科訪問診療や訪問看護等の時間と重ならない配慮が必要
施設の場合は食事の時間や夜勤帯は避けるようにしている



・訪問先によっては思わぬコストがかかるのではないか？

道路事情や遠隔地など条件不利地域への訪問歯科診療はコスト↑

→島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業の活用

医療が届きにくい地域でも、自宅で療養できる体制をつくるための補助事業

条件不利地域への訪問診療に関わる経費の一部を補助するもの



島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業

１ 目的 
この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
（平成元年法律第６４号。以下「医療介護総合確保促進法」という。）第４条
に基づく都道府県計画に掲げる事業のうち、市町村が実施主体となって行うものの
実施に必要な事項を定めるものとする。 
２ 実施主体 
この事業の実施主体は、島根県内の市町村とする。 
３ 事業内容 
訪問診療・訪問看護確保対策事業 
ア 訪問診療支援事業                    
イ 訪問看護ステーション支援事業  （別記１） （別記２） 



４ 実施期間 
医療介護総合確保促進法第４条に基づく島根県計画に定める期間とする。 
５ 県の補助 
県は、予算の範囲内で、本事業に要する経費について、別に定める基準（交付要
綱） により補助するものとする。 
６ その他 
この事業の実施に関し、この要綱に定めのない事項については、別途定めるものと
する。 
附則（令和８年３月２３日医第１６４５号） 
この要綱は、令和８年４月１日から適用する。



島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業

（別記１） 
訪問診療支援事業 
１ 事業目的 
条件不利地域における訪問診療に取り組む病院・診療所を支援することにより、
在宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大及び在宅医療の質の向上を図り、
地域包括ケアシステムの構築に資することを目的とする。 
２ 用語の定義 
(1) 「病院」とは、医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）第
１条
の５第１項に規定する病院をいう。 

(2) 「診療所」とは、法第１条の５第２項に規定する診療所及び歯科診療所
のうち、訪問診療に取り組む医師が訪問看護等の指示を行っているものいう。 



島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業

（別記１） 
訪問診療支援事業 
２ 用語の定義 
(3) 「条件不利地域」とは、訪問診療を行う病院・診療所からの距離や道路事情
等の要因により、訪問診療が十分に行き届いていない区域として市町村の長が認
めたものをいう。 
３ 事業内容   
市町村が条件不利地域における訪問診療に取り組む病院・診療所に生じる逸失
利益（移動に時間を要することにより、訪問患者数が減少したことによる診療報酬
の減収分）を対象として行う支援のために必要な経費の一部を県が補助する。



訪問歯科診療の未来図
ここから始まる新しいスタンダード

・義歯調整から広がる訪問診療
義歯調整を入口に、診療の幅を自然に広げていくことが可能。
まずは主訴の改善から。

・患者・地域・歯科医師のQOL向上

患者様の健康維持、地域医療の充実、そして「ありがとう」の声や、
やりがいによって歯科医師自身のQOLも高まる。

・多職種連携の推進

多職種連携により、歯科だけでは把握しにくい
患者さんの全身状態・生活環境・介護状況を共有することができる。



地域のニーズに応え共に歩むこと

訪問歯科診療の担い手になりませんか？
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